
単価契約仕様書 

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

（担当 大野、小西 電話 222-3960） 

件 名  （単価契約）アルコール消毒液（市営保育所） 

形状・寸法 

アルコール消毒液 

サラヤ株式会社 アルペットＨＳ ５リットル 

  又は 千代田化学工業株式会社 ショーコール７５ ５リットル 

  又は 油研化学株式会社 フードクリア７５ ５リットル 

  又は 同等品 

予 定 数 量 アルコール消毒液   １９０本 

契 約 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

契 約 条 件 

 

１ 納品 

⑴ 市営保育所（京北域含む１６箇所 詳細別紙参照）に納品すること。

⑵ 発注は各月１５日までの間に各保育所より行うものとし、原則、発注月

中に納品を行うこと。なお、遅れる場合は速やかに連絡を行うこと。 

 

２ 品質等 

  同等品の場合は、以下の用件を満たすこと。 

 

   ① アルコール濃度が７０％以上であること 

   ② 手指及び機械器具消毒用であること 

   ③ 食品添加物であること 

   ④ 逆性石ケン液を添加していないこと 

   ⑤ 容量は５リットルであり、ポリ容器に入っていること 

 

 ３ 料金の支払い 

⑴ 納品業者は１箇月ごとに納品数を取りまとめ、京都市の指定する方法に

より、納品月の翌月１５日までに当該月の納品数について請求を行うこ

と。 

⑵ 請求時に、納品先保育所の受領印が押印された書類を添付すること。 

⑶ 京都市は請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。 

 

４ その他 

⑴ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により

増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 

⑵ 本件契約期間中に、当該製品の製造中止その他契約業者の責めに帰さな

い事由により、当該製品の納品が出来なくなった場合は、本市の同意を得

たうえで、本市が当該製品と同等以上の機能を有するものと認めた製品を

代替品として納品しても差し支えないものとする。 

 注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 



楽只 334-5355 432-3666 北 603-8226 紫野西舟岡町２

養正（幼児） 781-0743 781-3642 左 606-8201 田中玄京町１４９

養正（乳児） 701-8666 701-9884 左 606-8201 田中玄京町１５１

三条（幼児） 531-1017 531-9304 東 605-0019 三条大橋東三丁目下る長光町６２１

三条（乳児） 561-4418 561-7265 東 605-0018 花見小路通古門前上る巽町４６７

壬生 801-5083 801-5033 中 604-8434 西ノ京新建町１

改進 611-3268 611-3659 伏 612-8442 竹田狩賀町１５３－１

辰巳 571-5637 571-6932 伏 601-1345 醍醐外山街道町２１－５８

久世（乳児） 931-0501 931-0546 南 601-8202 久世大築町５０

久世（幼児） 931-0692 931-0637 南 601-8202 久世大築町４７－２

聚楽 801-0452 801-0466 中 604-8401 聚楽廻松下町９－４

鶴山 231-6289 231-6454 上 602-0802 寺町通今出川上る５丁目鶴山町５－６

南 671-6450 671-7297 南 601-8441 西九条南田町９

ひかり 853-0031 853-0078 右 601-0313 京北井戸町丸山１１０

弓削 854-0150 854-0040 右 601-0534 京北下弓削町狭間谷６－１

周山 852-0573 852-0590 右 601-0252 京北五本松町西山２４－３

市営保育所一覧

保育所名 電話番号 ＦＡＸ 区 郵便番号 所在地


